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居 宅 介 護 従 業 者

養 成 研 修 課 程

　 （ １ 級 ）

居 宅 介 護 従 業 者

養 成 研 修 課 程

　 　 　 （ ２ 級 ）

訪 問 介 護 員

　 （ １ 級 ）

訪 問 介 護 員

　 （ ２ 級 ）

介 護 職 員 基 礎 研 修

行 動 援 護 従 事 者

養 成 研 修 （ 注 １ ）

強 度 行 動 障 害 支 援

者 養 成 研 修

（ 基 礎 研 修 及 び 実

践 研 修 ）

国 立 障 害 者 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン セ ン タ ー

学 院 視 覚 障 害 学 科

居 宅 介 護 職 員 初 任 者

研 修
介 護 職 員 初 任 者 研 修
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注
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・
指

定
居

宅
介

護
事

業
所

ご
と

に
、

常
勤

の
従

業
員

で
あ

っ
て

下
記

の
資

格
を

有
し

、
専

ら
指

定
居

宅
介

護
の

職
務

に
従

事
す

る
者

の
う

ち
、

事
業

の
規

模
に

応
じ

て
１

人
以

上
の

者
を

配
置

す
る

。
  

  
  

（
平

成
2
4
年

東
京

都
条

例
第

1
5
5
号

及
び

平
成

2
4
年

東
京

都
規

則
第

1
7
5
号

）

　 介 護 福 祉 士

　 実 務 者 研 修 修 了 者

養
成
研
修
修
了
者
（
各
研
修
に
相
当
す
る
研
修
を
含
む
）

　 そ の 他

　 実 務 要 件

　 経 過 措 置

居
宅
介
護

行
動
援
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

相
談
支
援
専
門
員
の
資
格
を
有
し
、
３
年
の
実
務
経
験
（
注
７
）

　
（
注

１
）
　

平
成

１
８

年
９

月
３

０
日

ま
で

の
間

に
従

前
の

知
的

障
害

者
外

出
介

護
従

事
者

養
成

研
修

課
程

を
修

了
し

た
者

を
含

む
。

　
（
注

３
）
　

知
的

障
害

者
（
児

）
、

精
神

障
害

者
の

直
接

支
援

業
務

に
３

年
以

上
従

事
し

た
者

　
（
注

４
）
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
は

、
令

和
３

年
３

月
３

１
日

に
お

い
て

当
該

資
格

を
有

し
た

う
え

で
知

的
障

害
者

（
児

）
、

精
神

障
害

者
の

直
接

支
援

業
務

に
５

年
以

上
従

事
し

た
者

は
、

行
動

援
護

の
　

　
　

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

要
件

を
満

た
し

て
い

る
も

の
と

す
る

。

　
（
注

５
）
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

職
員

の
う

ち
相

当
の

知
識

と
経

験
を

有
す

る
者

　
（
注

６
）
　

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
（
一

般
課

程
・
応

用
課

程
）
の

修
了

者

　
（
注

２
）
　

実
務

経
験

３
年

以
上

。
（
居

宅
介
護

に
つ
い
て
は

３
０
％

減
算

）
　

　
　

　
　

  
な

お
、

こ
の

取
扱

い
は

暫
定

的
な

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

指
定

居
宅

介
護

事
業

者
は

、
で

き
る

限
り

早
期

に
、

こ
れ

に
該

当
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

に
実

務
者

研
修

を
受

講
さ

せ
、

又
は

介
護

福
祉

士
  

  
  

  
  

  
  

の
資

格
を

取
得

さ
せ

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（
注

７
）
　

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
対

象
と

な
る

者
に

対
す

る
支

援
を

行
う

事
業

所
に

お
け

る
実

務
経

験
が

３
年

以
上

あ
る

者

　
【
配

置
基

準
】
　

＊
　

次
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
の

低
い

方
の

基
準

を
適

用
し

ま
す

。

　
〔
居

宅
介

護
・
行

動
援

護
・
同

行
援

護
〕

　
①

　
当

該
事

業
所

の
従

業
員

数
が

1
0
人

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
人

配
置

　
②

　
当

該
事

業
所

の
月

間
の

延
べ

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

（
事

業
所

に
お

け
る

待
機

時
間

や
移

動
時

間
を

除
く

。
）
が

4
5
0
時

間
又

は
4
5
0
時

間
毎

に
1
人

配
置

　
③

　
当

該
事

業
所

の
利

用
者

の
数

が
4
0
人

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
毎

に
1
人

配
置

　
④

　
③

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

常
勤

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

を
３

人
以

上
配

置
し

、
か

つ
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

業
務

に
主

と
し

て
従

事
す

る
者

を
１

人
以

上
配

置
し

て
い

る
当

該
事

業
所

に
お

い
て

、
　

　
　

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
行

う
業

務
が

効
率

的
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

事
業

所
の

利
用

者
の

数
が

5
0
人

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
毎

に
1
人

配
置

　
〔
重

度
訪

問
介

護
〕

　
①

　
当

該
事

業
所

の
従

業
員

数
が

2
0
人

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
人

配
置

  
③

　
当

該
事

業
所

の
利

用
者

の
数

が
1
0
人

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
人

配
置

　
②

　
当

該
事

業
所

の
月

間
の

延
べ

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

（
事

業
所

に
お

け
る

待
機

時
間

や
移

動
時

間
を

除
く

。
）
が

1
,0

0
0
時

間
又

は
1
,0

0
0
時

間
毎

に
1
人

配
置

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
要
件
等
に
つ
い
て
（
令
和
３
年
４
月
か
ら
）

サ
ー
ビ
ス
種
別



　
・
指

定
居

宅
介

護
等

の
提

供
に

当
た

る
者

と
し

て
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
も

の
を

定
め

る
件

（
平

成
1
8
年

9
月

2
9
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
3
8
号

）

　
・
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

を
定

め
る

件
（
平

成
1
8
年

9
月

2
9
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
4
8
号

）

居 宅 介 護 従 業 者

養 成 研 修 課 程

　 （ １ ～ ２ 級 ）

居 宅 介 護 従 業 者

養 成 研 修 課 程

　 （ ３ 級 ）

訪 問 介 護 員

　 （ １ ～ ２ 級 ）

訪 問 介 護 員

　 （ ３ 級 ）

介 護 職 員 基 礎 研 修

（ 旧 ） 視 覚 障 害 者 外

出 介 護 従 業 者 養 成 研

修 （ 注 １ ０ ）

行 動 援 護 従 事 者 養 成

　 　 　 研 修 （ 注 １ ）

強 度 行 動 障 害 支 援 者

養 成 研 修

（ 基 礎 研 修 及 び 実 践

研 修 ）

重 度 訪 問 介 護 従 事 者

養 成 研 修 ( 注 ２ ）

同 行 援 護 従 業 者 養 成

研 修 一 般 課 程

国 立 障 害 者 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン セ ン タ ー

学 院 視 覚 障 害 学 科

居 宅 介 護 職 員 初 任 者

研 修
介 護 職 員 初 任 者 研 修

居 宅 介 護 従 業 者 基 礎

研 修
生 活 援 助 従 事 者 研 修

課 程
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介
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介
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乗
降
介
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○
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０
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０
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０
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１
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％
減
算

１
０
％
減
算

１
０
％
減
算

（
注
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）

注
７

注
７

注
７

注
７

注
７

注
５

注
５

注
７

注
７

　
注
５

注
７

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

注
９

注
９

注
９

１
０
％
減

算
（
注
９
）

注
９

１
０
％
減
算

（
注
９
）

注
９

注
９

注
８

○
注
９

注
９

１
０
％

減
算
（
注
９
）

１
０
％

減
算
（
注
９
）

注
１
１

１
０
％
減

算

　 介 護 福 祉 士

　 実 務 者 研 修 修 了 者

養
成
研
修
修
了
者
（
各
研
修
に
相
当
す
る
研
修
を
含
む
）

　 み な し 証 明 者

　 （ 各 サ ー ビ ス ご と ）

　 　 　 　 　 　 （ 注 ３ ）

　 実 務 要 件

　 そ の 他

　 経 過 措 置

居 宅 介 護

身
体
介
護

○
○

○
３
０
％
減
算

○
３
０
％
減
算

○
重
度
訪
問
の
単
価

（
注
４
）

○
○

３
０
％
減
算

３
０
％
減
算

　
　
　

家
事
援
助

○
○

○
１
０
％
減
算

○
１
０
％
減
算

○
１
０
％
減
算

１
０
％
減
算

○
１
０
％
減
算

　
（
注

６
）
　

平
成

１
８

年
９

月
３

０
日

に
お

い
て

、
従

来
の

視
覚

障
害

者
外

出
介

護
従

業
者

養
成

研
修

、
全

身
性

障
害

者
外

出
介

護
従

業
者

養
成

研
修

、
知

的
障

害
者

外
出

介
護

従
業

者
養

成
研

修
を

修
了

し
た

者

　
　
　

行
動
援
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

　
　
家
族
介
護
を
不
可
・
資
格
要
件
は
設
定
し
な
い
。

○
○

　
（
注

７
）
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
は

、
令

和
３

年
３

月
３

１
日

に
お

い
て

当
該

資
格

を
有

し
た

う
え

で
知

的
障

害
者

（
児

）
、

精
神

障
害

者
の

直
接

支
援

業
務

に
２

年
以

上
従

事
し

た
者

は
、

行
動

援
護

の
ヘ

ル
パ

ー
要

件
を

満
た

し
て

い
る

も
の

と
す

る
。

　
（
注

８
）
　

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
（
一

般
課

程
）
に

相
当

す
る

と
知

事
が

認
め

た
次

の
研

修
の

修
了

者
を

含
む

。
（
平

成
２

３
年

９
月

３
０

日
に

お
い

て
研

修
課

程
を

修
了

し
た

者
及

び
同

日
に

お
い

て
受

講
中

の
者

が
終

了
し

た
場

合
に

限
る

。
）

  
  
  
  
  
  
  
ア

　
都

が
指

定
し

た
事

業
者

が
実

施
す

る
視

覚
障

害
者

移
動

支
援

従
業

者
養

成
研

修
（
平

成
１

８
年

１
０

月
以

降
開

講
）

  
  
  
  
  
  
  
イ

　
都

内
区

市
町

村
が

実
施

す
る

視
覚

障
害

者
移

動
支

援
従

業
者

養
成

研
修

  
  
  
  
  
  
  
ウ

　
当

該
養

成
研

修
を

実
施

し
た

区
域

の
道

府
県

に
お

い
て

、
「
そ

れ
に

相
当

す
る

と
知

事
が

認
め

た
研

修
」
と

さ
れ

て
い

る
研

修
  
  
  
  
  
  
  
エ

　
視

覚
障

害
者

移
動

支
援

事
業

従
業

者
資

質
向

上
研

修
（
障

害
者

自
立

支
援

対
策

臨
時

特
例

交
付

金
に

基
づ

く
基

金
事

業
）
（
平

成
２

０
年

度
以

降
開

講
）

　
（
注

９
）
　

視
覚

障
害

者
・
児

の
福

祉
に

関
す

る
事

業
に

直
接

処
遇

職
員

と
し

て
１

年
以

上
従

事
し

た
者

。

　
（
注

１
０

）
　

都
で

は
「
東

京
都

重
度

視
覚

障
害

者
ガ

イ
ド

ヘ
ル

パ
ー

養
成

研
修

」
（
平

成
１

０
～

１
４

年
度

）
、

「
東

京
都

視
覚

障
害

者
移

動
介

護
従

業
者

養
成

研
修

（
平

成
１

５
～

１
８

年
度

）
」

　
（
注

１
１

）
　

「
地

域
生

活
支

援
事

業
に

お
け

る
盲

ろ
う

者
向

け
通

訳
・
介

助
員

派
遣

事
業

に
従

事
す

る
盲

ろ
う

者
向

け
通

訳
・
介

助
員

」
が

従
事

す
る

場
合

は
、

令
和

6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
同

行
援

護
従

業
者

養
成

研
修

（
一

般
課

程
）
を

修
了

し
た

と
み

な
す

。
　

　
　

　
　

　
　

１
０

％
減

算

　
（
注

１
）
　

平
成

１
８

年
９

月
３

０
日

ま
で

の
間

に
従

前
の

知
的

障
害

者
外

出
介

護
従

事
者

養
成

研
修

課
程

を
修

了
し

た
者

を
含

む
。

　
（
注

２
）
　

平
成

１
８

年
９

月
３

０
日

ま
で

の
間

に
従

前
の

日
常

生
活

支
援

従
事

者
養

成
研

修
を

修
了

し
た

者
を

含
む

。
居

宅
介

護
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

の
は

、
区

市
町

村
が

や
む

を
得

な
い

と
認

め
る

場
合

　
（
注

３
）
　

「
み

な
し

証
明

者
」
と

は
、

支
援

費
制

度
以

前
の

サ
ー

ビ
ス

従
事

経
験

が
あ

る
者

で
、

必
要

な
知

識
及

び
技

術
を

有
す

る
こ

と
を

知
事

が
証

明
し

た
者

　
（
注

４
）
　

３
時

間
以

上
の

場
合

は
、

6
3
5
単

位
に

所
要

時
間

３
時

間
か

ら
計

算
し

て
所

要
時

間
3
0
分

を
増

す
ご

と
に

8
6
単

位
を

加
算

し
た

単
位

数

　
（
注

５
）
　

知
的

障
害

者
（
児

）
、

精
神

障
害

者
の

直
接

支
援

業
務

に
１

年
以

上
従

事
し

た
者

サ
ー
ビ
ス
種
別

サ
ー
ビ
ス
提
供
者

障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
従
事
要
件
等
に
つ
い
て
（
令
和
３
年
４
月
か
ら
）



参考様式（５）

事業所名

□

□

□ □ 時間

【計画予定表】

0:00

2:00

4:00

6:00

サービス３　
8:00 サービス１ サービス３

身体介護

10:00 家事援助

サービス２

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

説明同意日 令和　　年　　月　　日 利用者名

代理人又は立会人等
（続柄）

金 土 日

同行援護

作成者作成日

生年月日

木

居宅介護計画について説明を受け、内容に同意し、交付を受けました。

電話

通院等介助
（身体介護有）

火

重度訪問介護　　　　　　　時間（□移動介護加算　　　　　時間（　　　　　時間/回）

サービス種別
（契約支給量）

月

課　題

援助の方向性・目標

時間

本人（家族）の希望

家事援助中心型を算定する理由

居宅介護計画　（１）

令和　　年　　月　　日

受給者証認定有効期間 契約開始日

①利用者が一人暮らし②家族が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合
③その他やむ得ない事情（　　）

月（第１、第３
○曜日）のみ

備　　　　考水

利用者名

住　所

障害支援区分

居宅介護　　　　　時間（□身体介護　　　時間　□家事援助　　　時間　　　　□通院等介助　　時間　　）

　　　　　　　　　　　　　　（□通院等乗降介助　　　時間）

行動援護　　　　　　　　　　時間

他事業所利用状況

（記入例）・９時～１０時 身体介護
・１０時～１１時 家事援助

※計画予定表には、サービス内容とサービス
提供時間を記載してください。

（記入例）
９時～１１時
通院等介助

※代筆の場合は、代筆者の氏名及び代筆理由を記載してくだ
さい。
※保護者は代理人又は立会人等欄に署名してください。

※この計画は、居宅介護用の様式例です。居宅介護以外の各サービスについては、居宅介護の記載例を参考にし

て、重度訪問介護、同行援護、行動援護用にそれぞれの文言や内容を変更し、計画名を変更して使用してくださ



参考様式（５）

居宅介護計画（２） 作成日　　令和　　年　　月　　日

担当ヘルパー（所持資格） 　☆×　○○（訪問介護員２級研修）

開始時間 所要時間 サービス内容
具体的内容
（手順、利用者の動き、留意事項、家族に行っていただくこと等）

９時 健康チェック 体温を・・・・・・・・

○○分 ○○介助

１０時

担当ヘルパー（所持資格） 　××（介護福祉士）

開始時間 所要時間 サービス内容
具体的内容（手順、利用者の動き、留意事項、家族に行っていただく
こと等）

１０時 ○○分 ○○

○○分 ○○

１１時

身体介護　（６０分）

家事援助　（６０分）
サービス２

サービス１

※従業者向けに、本計画をベースとした手順書等を別に
作成するなどの工夫をしてください。
※１サービスごとに計画してください。
※身体介護、家事援助が連続している場合は、身体介護
の時間は、身体介護の内容、家事援助の時間は、家事援
助の内容で計画してください。



参
考

様
式

(３
)

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
名

利
用

者
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

サ
ー

ビ
ス

区
分

・
所

要
時

間
サ

ー
ビ

ス
日

時

サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

利
用

者
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

確 認 欄

□
起

床
介

助
□

就
寝

介
助

□
服

薬
介

助

□
服

薬
管

理
□

薬
の

受
け

取
り

□
外

出
介

助

■
費

用
負

担
円

　
　
　
う
ち

利
用

者
負

担
額

□
乗

車
前

介
助

（
外

出
に

関
連

す
る

身
体

介
護

）

□
乗

車
介

助
（
バ

ス
、
電

車
、
（
　
　
　
　
　
）
　
）

□
ベ

ッ
ド
回

り
の

片
付

け

□
降

車
介

助

□
一

般
的

な
調

理

□
掃

除
（
居

室
・
ト
イ

レ
・
浴

室
・
そ

の
他

（
　
　
　
　
）
）

□
配

膳
・
準

備
・
後

片
付

け

□
衣

服
の

整
理

　
　
　
□

被
服

の
補

修

□
洗

濯
（
洗

濯
・
取

り
入

れ
・
収

納
・
ア

イ
ロ

ン
が

け
・
布

団
干

し
）

□
受

診
手

続
き

　
□

薬
の

受
け

取
り
等

□
乗

車
介

助
（
バ

ス
・
電

車
・
（
　
　
　
　
　
）
　
）

□
そ

の
他

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
そ

の
他

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

円

家
事

援
助

身
体

介
護

□
ゴ

ミ
出

し

（
病

院
、
官

公
署

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
降

車
後

介
助

（
外

出
に

関
連

す
る

身
体

介
護

）

□
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

支
援

□
排

泄
介

助
（
ト
イ

レ
・
お

む
つ

・
ポ

ー
タ

ブ
ル

ト
イ

レ
利

用
）

□
清

拭
（
全

清
拭

・
上

半
身

・
下

半
身

・
陰

部
清

浄
）

□
入

浴
介

助
　
（
全

介
助

・
半

介
助

・
シ

ャ
ワ

ー
浴

）
　
□

全
身

浴
　
□

部
分

浴
（
手

浴
・
足

浴
・
洗

髪
・
（
　
　
　
　
　
　
　
　
）
）

□
洗

面
等

（
洗

面
・
歯

磨
き

）

重
度

訪
問

介
護

（
※

上
記

の
チ

ェ
ッ

ク
欄

も
使

用
）

〔
内

訳
〕
　
　
□

入
館

料
・
入

場
料

　
　
　
　
　
　
　
円

　
　
□

交
通

費
　
　
　
　
　
　
　
円

　
　
□

そ
の

他
　
　
　
　
　
　
　
円

■
預

か
り
金

　
　
　
預

か
り
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

－
使

用
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

＝
　
お

つ
り
　
　
　
　
　
　
　
円

（
　
　
　
　
　
時

　
　
　
　
分

～
　
　
　
　
　
　
時

　
　
　
　
分

）

□
そ

の
他

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
利

用
者

と
と

も
に

行
う
家

事
（
掃

除
・
洗

濯
・
調

理
）

□
生

活
等

に
関

す
る

相
談

、
助

言

□
ベ

ッ
ド
メ

イ
ク

（
シ

ー
ツ

交
換

・
布

団
カ

バ
ー

の
交

換
）

□
買

い
物

（
食

材
・
日

常
品

・
（
　
　
　
　
　
　
）
）

□
降

車
介

助

（
メ

ニ
ュ

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

備
考

（
利

用
者

の
状

況
や

連
絡

事
項

）

サ ー ビ ス 内 容

□
身

体
介

護
（
　
　
　
時

　
　
分

～
　
　
　
時

　
　
分

）

□
身

体
整

容
（
爪

切
・
耳

掃
除

・
髭

の
手

入
れ

・
身

だ
し

な
み

）

□
体

位
変

換
　
□

移
乗

介
助

　
□

移
動

介
助

□
常

時
付

添
い

を
必

要
と

す
る

見
守

り
的

援
助

時
　
　
分

～
　
　
時

　
　
分

□
食

事
介

助
（
食

事
量

　
　
　
　
）
　
□

水
分

補
給

□
更

衣
介

助

□
身

体
介

護
（
　
　
　
時

　
　
　
分

～
　
　
　
時

　
　
　
分

）
　
□

家
事

援
助

（
　
　
　

時
　
　
　
分

～
　
　
　
時

　
　
　
分

）
□

通
院

等
介

助
（
身

体
有

・
無

）
（
　
　
　
　
時

　
　
　
　
分

～
　
　
時

　
　
　
分

）
□

通
院

等
乗

降
介

助
（
　
　
　
　
時

　
　
　
　
分

～
　
　
時

　
　
　
分

）
□

重
度

訪
問

介
護

（
　
　
　
　
時

　
　
　
分

　
～

　
　
　
時

　
　
分

）

　
　

年
　

　
月

　
　

　
日

（
　
　

）

通
院

等
介

助
・
通

院
等

乗
降

介
助

※
外

出
先

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
下

記
欄

に
記

載
す

る
こ

と
。

□
受

診
手

続
き

　
□

薬
の

受
け

取
り
等

□
院

内
介

助
（
※

原
則

、
算

定
対

象
外

）

（
　
　
　
時

　
　
分

～
　
　
　
　
時

　
　
　
分

）

様
式
例
①
居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護

様
式
例
②
同
行
援
護
･
行
動
援
護

・
利
用
者
の
体
調
、
予
定
サ
ー
ビ
ス
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
場
合
の
中
止
理
由
、
加
算
時
の
必
要
な
記
載
、
利
用
者
に
対
す
る
連
絡
事
項
等
を
記
載
す
る
。



参
考
様

式
（
３

）

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
名

利
用

者
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

　
　
↓

　
　
↓

　
　
↓

□
　

排
泄

介
助

□
移

動
介

護
□

　
着

脱
介

助

□
食

事
介

助
□

　
そ

の
他

介
助

■
費

用
負

担
円

　
　

　
う
ち

利
用

者
負

担
額

備
考

（
利

用
者

の
状

況
や

連
絡

事
項

等
）

サ
ー

ビ
ス

内
容

■
預

か
り
金

　
　

　
預

か
り
金

　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
円

－
使

用
額

　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

円
＝

　
お

つ
り
　

　
　

　
　
　

　
円

□
視

覚
的

情
報

支
援

（
代

筆
・
代

読
・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　
　

　
）
）

〔
内

訳
〕
　

　
□

入
館

料
・
入

場
料

　
　

　
　

　
　
　

円
　

　
□

交
通

費
　

　
　
　

　
　
　

円
　

　
□

そ
の

他
　

　
　
　

　
　
　

円

円

年
　
　
　
月

　
　
　
日

（
　
　
曜

日
）

□
　
自

宅
・
（
　
　
　
　
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
時

　
　
　
　
分

）

　
　
　
　
　
　
時

　
　
　
　
　
　
分

□
　
自

宅
・
（
　
　
　
　
）
　
　
　
（
　
　
　
　
　
時

　
　
　
　
分

）

サ
ー

ビ
ス

内
容

及
び

外
出

先
（
※

目
的

地
が

複
数

あ
る

場
合

は
、
全

部
記

載
す

る
。
）

確 認 欄

～
　
　
　
　
　
　
時

　
　
　
　
　
　
分

サ
ー

ビ
ス

区
分

　
　
 内

容
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

利
用

者
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

サ
ー

ビ
ス

日
時

　
　
 内

容
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
そ

の
他

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
　
行

動
援

護

□
　
同

行
援

護
□

　
目

的
地

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　

　
　
　
　
　
）

□
　
目

的
地

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

様
式
例
②
同
行
援
護
・
行
動
援
護

・
利
用
者
の
体
調
、
予
定
サ
ー
ビ
ス
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
場
合
の
中
止
理
由
、
加
算
時
の
必
要
な
記
載
、
利
用
者
に
対
す
る
連
絡
事
項
等
を

記
載
す
る
。



参考様式（１２）

事業所名

支援課題
（支援の必要なこと）

対応・方針
（やろうと思うこと）

疾患や障害、気質など

心理的なこと
（不安、葛藤、希望、感情な

ど）

社会的なこと
（家庭、施設・学校、地域資

源など）

インテーク
（情報の収集・整理）

アセスメント
（評価）

プランニング
（支援計画）

情報
（見たこと、聴いたこと、資料な

どから）

理解・解釈・仮説
（わかったこと、推測したこ

と）

（行動援護）　支援計画シート

利用者名 作成日 　　年　　月　　日　　（　曜日） 作成者



参考様式（１３）

事業所名

作成者名

時　 分～ 時 分

【スケジュール１：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール２：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール３：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール４：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール５：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール６：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール７：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【スケジュール８：　　　　　　　　　　　　】
　　:
　　～
　　:

【連絡事項】

【問い合わせ事項】

時間 活動

サービス
提供者

名

サービス手順 チェック 様子

（行動援護）　支援手順書　兼　記録用紙

　　年　　月　　日（　曜日）
サービス
提供日時

利用者名































共同生活援助　個別支援計画　

個別支援計画の内容を了承し、交付を受けました。 利用者確認

令和　　　年　　　月　　　　日　　 代理（立会）人

※個別支援計画の作成にあたっては、各支援項目等における各利用者の現状把握のためのアセスメントシートの作成や

　利用者・家族からの支援に対する要望の確認等も必要となります。

※本様式はあくまでも一例です。各事業者において利用者支援を行ううえで効果的に活用できる様式としてください。

通所状況、技術習得、集団活動、出勤状況、就労意欲、就労態度、作業能力、職場の人間関係　など

作成日：令和○年○月○日

日中活動・就労

起床、洗顔、着衣、食事、歯磨き、排泄、入浴、掃除、洗濯、整理整頓、身だしなみ　など日常生活

事業所名 ユニット名

意思表現、コミュニケーション、外出時の行動、対人関係、買い物、金銭管理、交通機関の利用　など

夜間支援 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定する場合は、夜間支援の内容を記載する必要があります

○○支援
(長期)帰宅時支援加算、(長期)入院時支援特別加算、日中支援加算、地域生活移行個別支援特
別加算を算定する場合も、当該支援の内容を記載する必要があります

（続柄）

※作成要領（下記内容等を参考に、課題、支援目標、支援内容等を具体的に記載）

その他 余暇の過ごし方、趣味、娯楽　など

社会生活

健康管理

利用者氏名

前回の目標達成状況

作成者氏名

本人（家族）の生活に関する意向

総合的な支援の方針

支援目標

健康管理、通院、薬の理解、服薬、運動・体力づくり　など

支援内容 達成時期

そ
の
他

日
中
活
動

・
就
労

日
常
生
活

社
会
生
活

健
康
管
理

課題

・代筆の場合は、代筆者の氏名及び利用者との続柄を記載してください。

様式例

作成者はサービス管理責任者です。



○○ホーム　サービス提供記録
（△△ユニット） 利用者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん

＜行事・予定＞

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（月曜日）

昼間の活動等 記入者

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（火曜日）

昼間の活動等 記入者

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（水曜日）

昼間の活動等 記入者

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（木曜日）

昼間の活動等 記入者

健康状態 良　要観察

食事 朝　昼　夜

食事 朝　昼　夜

健康状態 良　要観察

食事 朝　昼　夜

健康状態 良　要観察

食事 朝　昼　夜

健康状態 良　要観察



　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（金曜日）

昼間の活動等 記入者

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（土曜日）

昼間の活動等 記入者

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

（日曜日）

昼間の活動等 記入者

＜今週の記録・引継ぎ事項など＞

※　夜間支援等体制加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定する場合は、夜間支援について日々記録を取っておいてください

食事 朝　昼　夜

健康状態 良　要観察

食事 朝　昼　夜

健康状態 良　要観察

食事 朝　昼　夜

健康状態 良　要観察

管理者
サービス

管理責任者
利用者

（保護者）



〇〇法人○○会△△ホーム利用者預り金等管理規程(参考例) 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、△△ホームの利用者のうち、処遇上、財産の保護を特に必要とする者に代わって、

△△ホーム管理者（以下「管理者」という。）がその者の所有する現金、各種預貯金の通帳及び印鑑

（以下「預り金等」という。）の管理を行う場合の取り扱いを定めたものである。 

 

（管理の原則） 

第２条 利用者が所有する金品等は、利用者又は保護者等が自ら管理することを原則とする。ただし、

管理者は、利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、利用者等に代わって、こ

れを管理することができる。 

（１）利用者又は成年後見人等より△△ホームに管理を依頼された場合 

（２）心身の障害のため、自ら管理する事が困難であると認められる場合 

（３）その他、△△ホームにおいて管理することが利用者の処遇上、特に必要であると管理者が認め

る場合 

２ 利用者の判断能力が不十分又は判断能力がない場合は、前項にかかわらず、成年後見人等の選任が

なされるよう△△ホームは努め、成年後見人等の依頼に基づき管理するものとする。 

 

（預り金等の範囲） 

第３条 預り金等の範囲は次の各号のとおりとする。 

（１）現金 

（２）預金通帳 

（３）印鑑、印鑑登録カード 

（４）前各号に準ずるもので、管理者が特に必要と認めたもの 

 

（預り金等の管理事務の範囲） 

第４条 前条に規定する預り金等の管理事務の範囲は、次の各号のとおりとする。 

（１）現金の出納及び保管 

（２）預貯金通帳の保管及び預貯金の預け入れ又は引き出し 

（３）印鑑等の保管 

（４）その他管理者が必要と認める事務 

 

（管理責任者、副管理責任者） 

第５条 預り金等の管理を適正に行うため、管理責任者及び副管理責任者を置くものとする。 

（１）管理責任者には、管理者を充て、預り金等の適切な管理に努めるものとする。 

（２）副管理責任者には、サービス管理責任者(管理者とサービス管理責任者が同一の場合はその他

の従業者)を充て、預り金等の管理に際し管理責任者を補佐するものとする。 

 



（保管方法） 

第６条 現金、通帳、書類等の保管は施錠できる金庫等に、もっとも安全な方法で保管するものとする。 

２ 預り金等の管理のため、次の帳簿を備えるものとする。 

（１）預り金等管理台帳（様式１） 

（２）預り金等個人別台帳(預貯金・現金)（様式２） 

（３）印鑑預り台帳（様式３） 

 

（預り金等の受け入れ） 

第７条 利用者（又は成年後見人等）は第２条の規定に基づき、管理責任者に預り金等の管理を依頼す

るときは、「預かり金等管理委託契約書」を作成のうえ、管理責任者の承認を受けなければならない。 

２ 管理責任者は、利用者等より預り金等の管理の依頼を受けた場合は、預り金等の内容・金額を利用

者等と相互に確認し「預り証」（様式４）を発行しなければならない。預り証の控えは管理責任者が

保管しておくものとする。 

 

（預り金等の引き出し） 

第８条 利用者等からの依頼にもとづき現金の引き出しを行った場合は、その都度、管理責任者又は副

管理責任者が「預り金等個人別台帳」（様式２）に所要事項を記入するものとする。 

 

（印鑑の登録） 

第９条 管理責任者は、利用者等より印鑑の管理依頼があったときは、「預り証」に所要事項を記入す

るほか、「印鑑預り台帳」（様式３）に預かる印鑑の材質、形状及び印影等必要と思われる事項を記

入し、登録しておくものとする。 

 

（預り金等の管理） 

第１０条 管理責任者又は副管理責任者は預り金等の在り高を定期的に確認し、「預り金等管理台帳」

（様式１）に所要事項を記入するものとする。 

２ 預り金等に係る預金残高が著しく高額となった場合又は利用者が成年後見相当となった場合は、本

人又は成年後見人等に対して、より安全な第三者（機関）への預託に変更するよう助言するものとす

る。 

 

（預り金等の返還） 

第１１条 管理責任者は、利用者の預り金等について次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、

すみやかに預り金等を返還しなければならない。 

（１）利用者より預り金等の返還の依頼があった場合 

（２）利用者が退所した場合 

（３）利用者が第２条に定める要件を欠くと認められた場合 

（４）利用者が死亡した場合 

２ 前項第１号、第２号、第３号に基づく利用者以外の者による返還請求人は、予め利用者が指定す

る預り金等受取人あるいは成年後見人等法定代理人に限るものとする。 



３ 前々項第４号に基づく返還請求人は、遺言執行者、予め利用者が指定する預り金等受取人の順と

し、これらがいない場合は必要書類の提出があった場合の相続人に限るものとする。 

４ 預り金等の返還にあたっては、「受領証」（様式４）を徴するものとする。 

 

（遺留金品の取り扱い） 

第１２条 身寄りのいない利用者に遺留金品がある時は、管理責任者は関係区市町村と協議の上、所要

の引渡し等を行うものとする。 

 

（帳簿の照合） 

第１３条 管理責任者は、取り扱った入金又は引き出しについて毎月 1回以上預り金等管理台帳と伝票

とを照合するとともに、毎月１回以上利用者又は成年後見人等の点検を受けなければならない。 

 

（管理状況の確認及び通知） 

第１４条  管理責任者は、利用者又は成年後見人等から当該利用者の預貯金等の管理状況について開示

を求められた場合は、関係書類を閲覧させるとともに、預貯金等の現在高について利用者又は成年後

見人等の確認を受けるものとする。 

 

（関係書類等の保存） 

第１５条 預り金等に係る関係帳簿類は、預り金等の返還後５年は保存するものとする。 

 

（業務の相互確認） 

第１６条  管理責任者、副管理責任者は年２回以上相互に業務執行状況の確認を行うものとする。 

 

（本人管理への便宜供与） 

第１７条 利用者が自ら管理する場合は、管理責任者は鍵のかかる保管場所の提供を行うこととする。 

 

（虐待防止法遵守） 

第１８条 管理責任者は、利用者の家族等が利用者の財産を不当に処分し、あるいは利用者から不当に

財産上の利益を得ていると思われるときは関係法令等にしたがい、速やかに区市町村に通報するもの

とする。 

 

（その他） 

第１９条 この規程で定めるもののほか、○○法人○○会△△ホーム利用者預り金等の取り扱いについ

て必要な事項は利用者又は法定代理人等と協議のうえ管理責任者が定めるものとする。 

 

附  則 

１ この規程は、令和○○年○月○日から施行する。 

 

 



預り金等管理委託契約書 

 

 

甲（ご利用者）               

 

 

 

 

乙（事業者）               

 

甲の△△ホーム利用に際し、次のとおり、預り金等管理委託契約書を締結します。 

 

（目 的） 

第１条 この契約書は、預り金等管理規程に基づき、自らの手による日常の生活に必要な金銭の管理等

が困難な方の財産の保全を適切にすることを目的として、締結するものです。 

 

（本契約の利用対象） 

第２条 預り金等管理規程に定める預り金等の財産の管理（処分を含む）を対象とします。 

 

（預りの開始） 

第３条 この契約の期間は、令和  年  月  日からとします。 

２ 契約の期間中であっても、預り金等管理規程第１１条１項に該当する場合は、この契約は終了しま

す。 

 

（保 管） 

第４条 甲は、乙に対し、次の預り金等を預けることができます。この場合、乙は別紙の預り証を提出

し、この預り証は契約の一部となります。 

 （１） 現金 

（２） 預貯金通帳 

（３） 印鑑 

（４） その他乙が適当と認めたもの 

２ 前項の預り証は、預ける物の追加または変更のあるごとに作成します。 

 

（金銭出納） 

第５条 甲は乙に対し、日常的な生活費用及び甲の申し出た事項に関する金銭出納管理を委託すること

ができます。 

２ 金銭の管理体制は、預り金等管理規程に記載のとおりです。 

３ 甲は乙に対し、第１項の金銭出納管理をするに必要な代理権を与えるものとします。 



４ 甲及び保護者等は、乙に対し、いつでも金銭出納の記録の提示を求めることができ、乙は速やかに

記録の提示をします。 

 

（解 約） 

第６条 甲は、いつでも、この契約を解除することができます。 

２ 乙は、甲及び保護者等から解約の申出があった場合は、甲の財産の保全、管理に不適当と認める特

別の事情がない限り、預り金等管理規程に基づき速やかに保管物を返還します。 

３ 乙は、次の場合は、この契約を解約することができます。この場合、乙は甲の生活にふさわしい他

の援助を利用できるように努めます。 

（１） 甲の意思が確認できず、乙が管理するのに不適当と認められるとき。 

（２） 甲が他の施設への入所が決まり、その施設の側で受入れることができる状態になったとき。 

４ この契約が解除された場合は、乙は速やかに金銭出納の報告書を甲に提出します。 

 

（損害賠償） 

第７条 乙がこの契約に基づく管理を怠って甲に損害を与えた場合、速やかに損害を賠償します。ただ

し、乙が十分注意したにもかかわらず生じた損害については賠償しません。 

 

（契約に定めのない事項） 

第８条 この契約に定めのない事項については、利用契約書を援用するほか、乙は甲または保護者等と

協議のうえ、誠実に対処します。 

 

  年  月  日 

（甲） 

 

私は、以上の契約につき△△ホームから説明を受け、理解しました。 

住 所 

氏 名 

 

（保護者等） 

私は、以上の契約内容につき△△ホームから説明を受け、理解しました。 

住 所 

氏 名 

 

（乙） 

△△ホームは、甲の依頼を受け、この契約書に定める財産保全及び管理のサービスを責任をもって行

います。 

住 所 

法人名 

法人代表 



 

  様式１号                預り金等管理台帳      

〔利用者氏名         〕      

 利用者番号 

     手帳その他 確認日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 備考 

 国民年金           （     ） 

     記号番号 

 福祉年金             （     ） 

       記号番号 

 厚生年金         （     ） 

       記号番号 

 共済年金          （     ） 

       記号番号 

 その他            （     ） 

   事由 
 管理開始     

    

    

 

 確 

 

 認 

 

 者 

管理責任者 

    

副管理責任者 

    

利用者 

預入確認    

種別 内容    記号番号 残高 残高 残高 残高 

 1 お小遣い       

 2 その他現金       

 3 普通預金   ○○銀行○○支

店 

     

 4        

    ※ １ 本表は、管理の開始時及び定期的な残高確認・利用者への返還時等に使用すること。 

    ２  確認者は、必ず通帳や領収証等の証拠書類に基づき照合のうえ確認を行うこと。 

    ３ 確認者欄のうち利用者への返還の場合は必ず受領確認を得ること。  



様式第３号 

 印 鑑 預 り 台 帳 

 

利用者名              

預り年月日 印 影 材 質・形 状 備  考 

・ ・ 

   

・ ・ 

   

・ ・ 

   

・ ・ 

   

 

                              

管理責任者 副管理責任者 

  

 



様式第４号 

預 り 証 兼 受 領 証 

利用者名         

 

 令和  年  月  日付の依頼に基づき、次の金品を(お預かりします・返

還します) 

 

番号 
品   

名 
備            考 

１ 現 金 
        

円 
 

２ 預 金 通 帳 銀行名 
 

店番号 
 

番 号 
 

残 高 
 

３ 預 金 通 帳 銀行名 
 

店番号 
 

番 号 
 

残 高 
 

４ 預 金 通 帳 銀行名 
 

番 号 
 

残 高 
 

５ 年 金 証 書 種 類 
 

記 号 
 

番 号 
 

発行年月日 
 

６ 保 険 証 種 類 
 

記 号 
 

番 号 
 

被保険者 
 

続柄 
 

７ 医 療 証 種 類 
 

記 号 
 

番 号 
 

保険者 
 

８ 身障者手帳 類 
 

級 
 

番 号 
 

９ 印 鑑 個 数 
 

印 影 
 

１０   
 

 
 

１１   
 

 
 

１２   
 

 
 

令和  年  月  日 

△△ホーム管 理 者  ○○  ○○ 
 

       利 用 者  ○○ ○○ 

 



 様式2(現金)

            預り金等個人別台帳（現金）

                             

令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

    利用者氏名〔                      〕                                 

月　日 摘　要 入金額 出金額 差引残高 確認欄

期首残高

期末残高

管理責任者 副管理責任者



 様式2(預貯金)

            預り金等個人別台帳（預貯金）
                             

令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日
    利用者氏名〔                      〕                                 

金融機関名 口座番号

月　日 摘　要 入金額 出金額 差引残高 確認欄

期首残高

期末残高

管理責任者 副管理責任者



                            

                            
   

                            

 
   

 
 

     

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
  
   

 

 

 
 



  

   

 

  

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
    TEL 03 5320 4374  FAX 03 5388 1407 

       MAIL:S0410819@section.metro.tokyo.jp 



参考様式（3）

　　　個別支援計画 事業所名

作成者 児童発達支援管理責任者　○○　○○

生年月日

１．支援課題

２．療育の希望

（１）本人の希望

（２）保護者の希望

３．支援計画

４．事業所での具体的な支援内容

達成時期

５．送迎計画

６．評価及び今後の課題

上記の計画について説明を受け、内容に同意し、交付を受けました。

説明日 説明者名 児童発達支援管理責任者　○○　○○　　

保護者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利　用
児童名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）現在の生活の充
実のための目標（当
面の目標）

（２）中長期の目標

送迎の有無

支援目標

同意日

作成日

児童名

学校と事業所間の
送迎が必要な理由

　

          具体的な支援内容(活動プログラム）

月 火 水 木 金 土

利用時間帯

送迎有無



参考様式（4）

サービス提供記録
利用児童名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん

＜今週の行事・予定＞

　　　　　月　　　　　　　日 ＜サービス提供内容及び本日の様子など＞

　 （　　    曜日）

送迎 往路・復路・無

昼食 完食　　未

おやつ 完食　　未

備考（保護者からの連絡事項等） 　 　 記入者
保護者
確認欄

　　　　　月　　　　　　　日 ＜サービス提供内容及び本日の様子など＞

　 （　　    曜日）

送迎 往路・復路・無

昼食 完食　　未

おやつ 完食　　未

備考（保護者からの連絡事項） 　 　 記入者
保護者
確認欄

　　　　　月　　　　　　　日 ＜サービス提供内容及び本日の様子など＞

　 （　　    曜日）

送迎 往路・復路・無

昼食 完食　　未

おやつ 完食　　未

備考（保護者からの連絡事項） 　 　 記入者
保護者
確認欄

　　　　　月　　　　　　　日 ＜本日の様子＞

　 （　　    曜日）

送迎 往路・復路・無

昼食 完食　　未

おやつ 完食　　未

備考（保護者からの連絡事項等） 　 　 記入者
保護者
確認欄

（引継ぎ事項など）
管理者

児童発達支援

管理責任者

　時　　分～　　時　　分

　時　　分～　　時　　分

　時　　分～　　時　　分

　時　　分～　　時　　分

＜ポイント②＞
欠席時対応加算を算定する場合には、下記の事項を記載しておくようにしてください。

１）利用中止の連絡を受けた日付
２）欠席の理由
３）利用児童の状況
４）家族等との連絡調整・相談援助の内容

<参考>
放課後等デイサービスの場合は、「特別支援学校からの伝達事項」等を記載してください。

＜ポイント①＞
サービス提供記録には、事業者はサービスを提供した際には、当該サービスの具体的内容、利用

者負担額等の利用者に伝達すべき必要な事項について記録することと「東京都指定障害児通所支
援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第２５条」により規定されています。

また、上記の記録については、サービス提供に係る適切な手続きを確保する観点から保護者の確
認を得なければなりません。


